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(57)【要約】
【課題】　心尖拍動図の医学的価値は高いと認められな
がら、簡便に測定できる装置が特注品きりなく、また、
測定者にも高度な専門性が要求されていたため、さらに
、用途も魅力を感じさせなかったため、心尖拍動図によ
る健康判断はほとんど行われていなかった。
【解決手段】　拍動検出センサとそれを用いた測定器、
ならびに心尖拍動図の測定結果を判定して被測定生体の
健康管理状態の判定に利用できるアルゴリズムが不完全
であったため、それを開発するとともに、用途開拓もウ
ェアラブル装置、スポーツ用品などへの展開を可能にし
て課題を解決した。
【選択図】　図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　心臓の拍動に起因して生じる心臓の形状変化と圧力変化と波動の変化と電場の変化と磁
場の変化と光学的変化のうちの少なくとも１つを検出する検出センサを用いて作成した生
体の拍動図において、拍動図を一方の座標軸を前記センサの検出値軸、他方の座標軸を時
間軸とする座標軸とするとき、時間軸の心臓の収縮期の期間及び／又は収縮期の期間の一
部に補正係数を乗じた拍動図を用いて、被測定生体の健康状態を判定及び／又は表示及び
／又は出力することを特徴とすることを特徴とする健康管理装置。
【請求項２】
　心臓の拍動に起因して生じる心臓の形状変化と圧力変化と波動の変化と電場の変化と磁
場の変化と光学的変化のうちの少なくとも１つを検出する検出センサを用いて作成した生
体の拍動図において、拍動図の時間軸に補正係数を乗じて補正する期間の範囲が、拍動図
の心室収縮波の立ち上がり開始点（特徴点Ｐ（２））～拡張早期の最低点（Ｐ（６））及
び／又は心室収縮波の立ち上がり開始点（特徴点Ｐ（２））～収縮後期の膨隆点（特徴点
Ｐ（４））及び／又は心室収縮波の立ち上がり開始点（特徴点Ｐ（２））～急速流入波の
頂点（特徴点Ｐ（７））及び／又は収縮期波頂点（特徴点Ｐ（３））～収縮末期の小隆起
点（特徴点Ｐ（５））及び／又は収縮期波頂点（特徴点Ｐ（３））～拡張早期の最低点（
Ｐ（６））及び／又は収縮後期の膨隆点（特徴点Ｐ（４））～拡張早期の最低点（Ｐ（６
））及び／又は収縮末期の小隆起点（特徴点Ｐ（５））～拡張早期の最低点（Ｐ（６））
及び／又は拡張早期の最低点（Ｐ（６））～急速流入波の頂点（特徴点Ｐ（７））の間の
時間軸に補正係数を乗じた拍動図を用いて、被測定生体の健康状態を判定することを特徴
とする健康管理装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の健康管理装置において、被測定生体の心拍数をＶとしたとき
の時間軸に乗じる補正係数を、Ｖ／６０及び／又はＶ／６０の平方根を意味する√Ｖ／６
０にすることを特徴とする健康管理装置。
【請求項４】
　心臓の拍動に起因して生じる心臓の形状変化と圧力変化と波動の変化と電場の変化と磁
場の変化と光学的変化のうちの少なくとも１つを検出する検出センサを用いて作成した生
体の心尖拍動図において、心尖拍動図を縦軸を前記検出値軸、横軸を時間軸とする直交す
る座標軸で表したとき、健康状態を判定する心尖拍動図と判定の参照にする心尖拍動図の
心室収縮波の立ち上がり開始点（特徴点Ｐ（２））同士と拡張早期の最低点（特徴点Ｐ（
６））同士を一致させるように時間軸を補正して、被測定生体の健康状態を判定すること
を特徴とすることを特徴とする健康管理装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の健康管理装置において、前記検出センサが繊維状
のセンサであることを特徴とする健康管理装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の健康管理装置において、前記検出センサが圧電繊維であることを特徴
とする健康管理装置。
【請求項７】
　請求項５または６に記載の健康管理装置において、前記検出センサが複数の前記繊維状
のセンサを異なる方向に編んで形成した構造であることを特徴とする健康管理装置。
【請求項８】
　請求項５～７のいずれか１項に記載の健康管理装置において、前記検出センサを構成す
る少なくとも１本のセンサが、その周囲にそれよりも直径が細い少なくとも１本のセンサ
を巻き付けて構成したセンサであることを特徴とする健康管理装置。
【請求項９】
　請求項５～８のいずれか１項に記載の健康管理装置において、センサ装置の少なくとも
一部を繊維状の検出センサとセンサ機能を有しない通常の繊維とを混紡状態に構成するこ
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とを特徴とする健康管理装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の健康管理装置において、前記混紡状態に構成した繊維状の検出センサ
の、その電圧出力のための導電体部分が、電気的連続性を失っていないことを特徴とする
健康管理装置。
【請求項１１】
　請求項５～１０のいずれか１項に記載の健康管理装置において、前記繊維状検出センサ
に防湿処理を施していることを特徴とする健康管理装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の健康管理装置において、前記防湿処理が撥水性物質の塗布を含むこ
とを特徴とする健康管理装置。
【請求項１３】
　請求項１１または１２に記載の健康管理装置において、センサあるいはセンサ周辺に塗
布する防湿処理剤に、粒子の直径が２００ナノメートル以下の粒子が含まれていることを
特徴とする健康管理装置。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか１項に記載の健康管理装置において、前記センサーを被測定
生体に装着する手段が吸引力を利用した手段であることを特徴とする健康管理装置。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか１項に記載の健康管理装置において、拍動図が心尖拍動図で
あり、同一被測定生体の同一時刻における心電図の各ＱＲＳ陽性ピーク値、即ちＲ波、に
対応する心尖拍動図波形上の位置（以下においてＱＲＳピーク位置という）の所定時間前
からその次のＱＲＳピーク位置の前記所定時間前までの心尖拍動図波形を単位波形とし、
前記単位波形において、ＱＲＳピーク位置±３０ｍｓ（ミリ秒）に心尖拍動図波形上の最
低点Ｃ１が存在するときはそれを特徴点Ｐ（２）とし、もし、Ｃ１が不明瞭なときは、心
尖拍動図波形のＱＲＳピーク位置を特徴点Ｐ（２）とし、ＱＲＳピーク位置の時相的に前
１６０ｍｓ以内に心尖拍動図波形上の陽性頂点が存在するときはそれを特徴点Ｐ（１）と
し、もし、ＱＲＳピーク位置の時相的に前１６０ｍｓ以内に心尖拍動図波形上の陽性頂点
を見出せないときは、心尖拍動図波形のＱＲＳピーク位置を特徴点Ｐ（１）とし、特徴点
Ｐ（２）から時相的に５０～１５０ｍｓ後に心尖拍動図波形の陽性頂点が存在する場合は
それを特徴点Ｐ（３）とし、心音図の大動脈閉鎖音である２Ａ音とその６０ｍｓ未満前ま
での間に陽性頂点が存在する場合は、心尖拍動図波形の前記２Ａ音に対応する位置に最も
近い陽性頂点を特徴点Ｐ（５）とし、もし前記特徴点Ｐ（５）が、心尖拍動図波形上の前
記２Ａ音に対応する位置から時相的に４０ｍｓ未満前迄にある場合はそれを特徴点Ｐ’（
５）とし、もし前記特徴点Ｐ（５）が、心尖拍動図波形の前記２Ａ音に対応する位置から
時相的に４０ｍｓ～５０ｍｓ未満前迄にある場合はそれを特徴点Ｐ’’（５）とし、もし
前記特徴点Ｐ（５）が、心尖拍動図波形の前記２Ａ音に対応する位置から時相的に５０ｍ
ｓ～６０ｍｓ未満前迄にある場合はそれを特徴点Ｐ’’’（５）とし、さらに、前記各特
徴点Ｐ’（５）、Ｐ’’（５）、Ｐ’’’（５）のそれずれを特に区別して表現する必要
がある場合を除き、各特徴点Ｐ’（５）、Ｐ’’（５）、Ｐ’’’（５）のいずれかを指
していう場合や総称して表現する場合には、単に特徴点Ｐ（５）ということにし、心尖拍
動図波形上に前記特徴点Ｐ（３）が存在せず、かつ、総称としての特徴点Ｐ（５）も存在
しないときに、前記特徴点Ｐ（２）から時相的に１５０ｍｓ後で、かつ、２Ａ音から時相
的に６０ｍｓ以上前までにある心尖拍動図波形の陽性極値が存在するときはそれを特徴点
Ｐ（４）とし、２Ａ音から時相的に５０～１５０ｍｓ後に心尖拍動図波形の陰性極値が存
在するときはそれを特徴点Ｐ（６）とし、２Ａ音から時相的に１００～２４０ｍｓ後迄で
、かつ、特徴点Ｐ（６）が存在するときは特徴点Ｐ（６）より後に心尖拍動図波形の陽性
極値が存在するときはそれを特徴点Ｐ（７）とし、特徴点Ｐ（７）より時相的に後で、時
相的にその次の単位波形の特徴点Ｐ（１）より前に心尖拍動図波形の陽性極値が存在する
場合は、それを特徴点Ｐ（８）と称し、前記特徴点Ｐ（１）、Ｐ（２）、Ｐ（３）、Ｐ（
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４）、Ｐ（５）、Ｐ’（５）、Ｐ’’（５）、Ｐ’’’（５）、Ｐ（６）、Ｐ（７）、Ｐ
（８）を第１の特徴点群とし、心尖拍動図波形の特徴点Ｐ（１）を陽性頂点として、その
前から心尖拍動図上において立ち上がっている波形部分をＡ波とし、心尖拍動図の一次微
分波形における前記Ａ波の陽性ピーク値の位置をａ点とし、Ｐ（２）から立ち上がって陽
性極値を有している波形部分をＥ波とし、心尖拍動図の一次微分波形における前記Ｅ波の
陽性ピーク値の位置をｅ点とし、Ｐ（６）から立ち上がる上行波部分をＦ波とし、心尖拍
動図の一次微分波形における前記Ｆ波の陽性ピーク値の位置をｆ点とし、前記ａ点、ｅ点
、ｆ点それぞれの高さ、即ち縦軸の高さをそれぞれａ、ｅ、ｆとし、
第１の特徴点判定手段を、前記第１の特徴点群のうちの少なくとも２つの特徴点の存在有
無を判定する判定手段とし、第２の特徴点判定手段を、単位波形の縦軸軸の最低縦軸座標
を０ポイント、縦軸軸の最大縦軸座標を１０００ポイントとしたときのＰ（１），Ｐ（２
），Ｐ（７）について、少なくとも１つについてその高さを判定する判定手段とし、第３
の特徴点判定手段を、前記各特徴点間のＰ（２）－Ｐ（３）時間、即ち、Ｐ（２）からＰ
（３）迄の時間（以下、同様）、Ｐ（６）－Ｐ（７）時間、２－Ｐ（６）時間、即ち、２
Ａ音からＰ（６）迄の時間（以下、同様）、２－Ｐ（７）時間、Ｐ（３）－Ｐ（５）時間
とＰ（２）－Ｐ（６）時間の比を特徴指標として、その少なくとも１つの大小について判
定する判定手段とし、
第１の波形判定手段を、本発明の健康管理装置に内臓の波形判定パターンあるいは健康管
理装置の外部から本発明の健康管理装置に入力された心尖拍動図と比較して、単位波形の
部分的波形あるいは全体波形のタイプを判定する判定手段とし、第２の波形判定手段を、
前記ａ，ｅ，ｆの値を判定する判定手段とし、第３の波形判定手段を、心尖拍動図波形が
、一次微分波形のｅ点からｆ点直前最下点までの間の微分値が零の近傍に、微分波形がそ
の傾向として概ね水平に推移すると判断できる区間の有無を判定する判定手段とし、第４
の波形判定手段を、心尖拍動図波形の一次微分波形のｆ点の直前の最下点の位置が、前記
最下点の直前の微分値が零の点と前記最下点の直後の微分値が零の点と間の前半部分に位
置するかどうかを判定する判定手段とし、第５の波形判定手段を、測定した心尖拍動図に
Ｐ（３）がありＰ（５）がない一峰性のグラフであるか否かを判定し、前記一峰性グラフ
の場合に、Ｐ（３）の高さを１０００ポイントに正規化したときの７００ポイントにおけ
るグラフの幅が、Ｐ（３）後片幅と定義するＰ（３）から時相的に後の部分が１００ｍｓ
未満か否かを判定する判定手段とし、第６の波形判定手段を、心尖拍動図波形の一次微分
波形における２Ａ音に相当する時刻からＰ（６）の近傍の間の一次微分波形の特徴を抽出
して、その特徴から被測定生体の健康状態を判定する判定手段とするとき、
本発明の健康管理装置における評価手段は、データ処理手段のデータ処理結果を用いて被
測定生体の健康状態を評価していると共に、前記第１～第３の特徴点判定手段と前記第１
～第６の波形判定手段の９つの判定手段のうちの少なくとも１つを有していることを特徴
とする健康管理装置。
【請求項１６】
　請求項１～１５のいずれか１項に記載の健康管理装置において、少なくとも１つの表示
画面が、拡大／又は縮小が可能であることを特徴とする健康管理装置。
【請求項１７】
　請求項１～１６のいずれか１項に記載の健康管理装置において、少なくとも１つの表示
画面が、複数種類の画像を表示できることを特徴とする健康管理装置。
【請求項１８】
　請求項１～１７のいずれか１項に記載の健康管理装置において、前記健康管理装置が送
信及び／又は受信機能を有していることを特徴とする健康管理装置。
【請求項１９】
　請求項１～１８のいずれか１項に記載の健康管理装置において、前記健康管理装置が充
電装置を有していることを特徴とする健康管理装置。
【請求項２０】
　請求項１～１９のいずれか１項に記載の健康管理装置において、前記健康管理装置が外
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部から拍動図のデータを入力及び／又は外部へ拍動図のデータを出力する機能を有してい
ることを特徴とする健康管理装置。
【請求項２１】
　請求項１～２０のいずれか１項に記載の健康管理装置において、前記健康管理装置が、
装置本体とは独立して使用できる検出センサーを有する部分を有していることを特徴とす
る健康管理装置。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の健康管理装置において、前記健康管理装置が、装置本体と検出セン
サーを有する部分が無線で接続できるように分離されていることを特徴とする健康管理装
置。
【請求項２３】
　請求項１～２２のいずれか１項に記載の健康管理装置を用いて被測定生体の健康状態を
判定することを特徴とする健康管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体、特に心臓等循環器系に関する生体の情報を測定し、従来病院で行われ
てきているような高度の精密検査や専門的な診察等をしなくても、非医療関係者でも当該
生体の健康状態を判断できる健康管理装置及び健康管理方法の提供に関し、さらに具体的
には、非医療関係者が前記健康管理装置を用いて被測定生体の健康状態を判断し、その結
果をみて専門医療機関を受診する判断に役立つ携帯型健康管理装置及び健康管理方法を提
供する。
本発明は、まず第一に被測定生体がヒトの場合に適用して大きな効果を発揮するものであ
るが、被測定生体がヒト以外の場合にも適用できるものである。
しかしながら、特に重要な目的はヒトへの活用であり、以下の説明においては被測定生体
がヒトの場合を例にとって説明する。
さらに、本発明は、従来の医療用装置でも使用可能であるが、特に、携帯型装置、ウェア
ラブル装置の機能充実に貢献するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年医学の進歩は著しく、これまで各専門分野で独立に思えるような進歩を遂げつつあ
った疾病の原因が、時として、医学的に専門分野が異なると考えられている異なる複数の
分野の医学的現象が、その疾病の原因であるというような報道がなされるようになってき
た。
【０００３】
　このような報道は、その報道の視聴者の興味を強くひくことも多く、報道の人気のバロ
メータになることも多々ある状態である。
【０００４】
　しかしながら、前記疾病の原因として報道される医学的に専門分野が異なると考えられ
ている異なる複数の分野の医学的現象と前記疾病の原因との関係の判断は、従来病院等で
行われてきている高度の精密検査や専門的な診察等における推定結果が含まれていること
もあり、医学界において公式に認められていない場合もみられる。
【０００５】
　その結果、諸種の事情も加わって、従来の医学の特定専門分野から強い批判を浴びて、
時には当該報道の言い訳的な報道をせざるを得ない状況に発展することもある。
【０００６】
　一方、医療行政の観点や医薬品を含めた医学の観点から、保険費用の高騰が心配されて
おり、医療専門機関に頼るだけでなく、非医療関係者による健康状態維持の期待も叫ばれ
ている。
【０００７】
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　また、近年、電子機器業界を中心に、ウェアラブル装置の話題が広がりを増している感
がある。医学の発展を期待している発明者らにとって、ウェアラブル装置の一環として、
非医療関係者でも生体の健康状態を判断できる健康管理装置の実現が望ましい。
【０００８】
　現在知られている非医療関係者でも使用している医療関係装置と考えられる電子機器と
しては、腕時計タイプの脈拍計やカフを腕に巻き付けて腕に圧力をかけて測定する血圧計
などがある。前記脈拍計の例は、一般に、心臓の電気的パルスの数を測定し、数秒間のパ
ルス数や所定時間の平均値を求めて心拍数として表示するものである。前記血圧計の例は
、一般に、腕を流れる血流の脈拍音をセンサーで検出しながら、カフに加える圧力を低圧
から連続的に高めて行き、目的値まで高めたら減圧して、装置の目的によって、最高血圧
（収縮期血圧）、最低血圧（拡張期血圧）を測定し、正常血圧、異常血圧などと判定し、
表示している。
【０００９】
　特許文献１の血圧計や特許文献２の脈拍計は、心臓から全身に送出される血液の脈波を
検出し、それぞれの処理回路で処理し、それぞれ血圧情報や脈拍情報を出力している。
【００１０】
　特許文献１には、血圧測定の方法として、カフを用いて血圧を測定する方法とカフを用
いないで血圧を測定する方法があることが記載されている。腕に装着したカフを用いて装
着部の圧力を変化させて血圧を測定する方法は臨床でも長年使用されており、その精度は
社会的にも認知されている。カフを用いないで血圧を測定する方法は、脈波センサを心臓
側と尖端側に設けて、脈波伝搬時間を計測し、血圧を算出する方法が主流である。しかし
、カフを用いないで血圧を測定する方法は、複数個のセンサを使用するが、小型化が可能
であること、被測定者の拘束度が低いという利点がある反面、この方法は血圧にのみ依存
して血管性状が変化するという原理に基づいているため、精神的ストレスなどで正確に血
圧測定ができないという問題点があることも記載されている。
【００１１】
　そして、特許文献１には、この精神的なストレスなどで血管性状が血圧とは独立に変化
して正確な血圧測定を妨げている状態を緩和することが記載されている。心電位波形のＲ
波を検出し、こに同期して動脈上の脈波を指尖光電脈波センサーにより検出した脈動信号
から血管性状に関連したパラメータを算出し、血圧測定に反映させている。
【００１２】
　特許文献２には、携帯時計に装着した光電センサを用いてヒトの手首の脈波を測定し、
脈拍数を算出することが記載されている。動脈が血管法に従うことが医学的に認知されて
いることに基づいて、血管に圧力をかけたときの脈波の変動を測定し、装着条件を検討す
る時の波形の変化について記載されている。
【００１３】
　しかし、特許文献１、特許文献２をはじめ、血圧計や脈拍計に関する特許文献には、脈
波の極大値、極小値や圧力をかけたときの波形の変動についての測定結果や大まかな変化
については記載されているものはあるが、血圧値や脈拍値のヒトの健康状態に関すること
以外は記載されているものが見あたらず、心臓の１心拍の動きの強度的変化と疾病などの
健康状態に関する記載は見あたらない。
【００１４】
　特許文献３，特許文献４は、本発明者による特許文献で、主として圧力センサを用いて
測定して例示した心尖拍動図を用いて、ヒトの疾病の推定に関して記載されている。これ
らの文献には、当該発明以外の従来の診断方法に基づいて診断された健常者や特定の疾病
があると診断された患者に関して、前記健常者や患者の心尖拍動図を測定している。そし
て、測定された心尖拍動図を用いて、健常者であるか疾病者であるかの判定を行うことが
できるアルゴリズムを作成したことが記載されている。
【００１５】
　しかし、特許文献３，４をウェアラブル装置に適用するにはヒトの身体との関わり方が
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重要であるが、この部分の具体的な記載は殆どない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】特開平８－１４０９４８号公報
【特許文献２】特開２０１３－２１２３２０号公報
【特許文献３】特開２００８－１１３７２８号公報
【特許文献４】特開２００９－２７３８１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものである。
本発明の解決すべき課題は、従来の医療用装置の他に、携帯型装置、例えば、ウェアラブ
ル装置としても実現できるセンサのヒトの身体との関わり方を明確にした健康管理装置及
び健康管理方法を安価に提供することにある。
本発明の解決すべき課題は、装置の使用者が気になっているところ、知りたいところを簡
単に詳しく知ることが出来る健康管理装置及び健康管理方法を提供することにある。
そして、本発明の解決すべき課題は、携帯装置の使用者にとって信頼性があり、使い勝手
のよい携帯用健康管理装置及び健康管理方法を提供することにある。
そして、本発明の解決すべき課題は、健康管理装置の使用者の過去の健康状態の経過を簡
単に知ることが出来る健康管理装置及び健康管理方法を提供することにある。
【００１８】
　また、本発明の解決すべき課題は、拍動センサを用いたウェアラブル製品を安価に提供
することその他にある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　課題を解決するためになされた本発明の技術思想の特筆すべき特徴は、心臓の個人差を
認めて、できるだけ多くの被測定生体の健康状態判定を一層正確にできるようにしたとこ
るにある。
【００２０】
　課題を解決するためになされた第１の発明の例（以下、発明１という）は、心臓の拍動
に起因して生じる心臓の形状変化と圧力変化と波動の変化と電場の変化と磁場の変化と光
学的変化のうちの少なくとも１つを検出する検出センサを用いて作成した生体の拍動図に
おいて、拍動図を一方の座標軸を前記センサの検出値軸、他方の座標軸を時間軸とする座
標軸とするとき、時間軸の心臓の収縮期の期間及び／又は収縮期の期間の一部に補正係数
を乗じた拍動図を用いて、被測定生体の健康状態を判定及び／又は表示及び／又は出力す
ることを特徴とすることを特徴とする健康管理装置である。
【００２１】
　課題を解決するためになされた第２の発明の例（以下、発明２という）は、心臓の拍動
に起因して生じる心臓の形状変化と圧力変化と波動の変化と電場の変化と磁場の変化と光
学的変化のうちの少なくとも１つを検出する検出センサを用いて作成した生体の拍動図に
おいて、拍動図の時間軸に補正係数を乗じて補正する期間の範囲が、拍動図の心室収縮波
の立ち上がり開始点（特徴点Ｐ（２））～拡張早期の最低点（Ｐ（６））及び／又は心室
収縮波の立ち上がり開始点（特徴点Ｐ（２））～収縮後期の膨隆点（特徴点Ｐ（４））及
び／又は心室収縮波の立ち上がり開始点（特徴点Ｐ（２））～急速流入波の頂点（特徴点
Ｐ（７））及び／又は収縮期波頂点（特徴点Ｐ（３））～収縮末期の小隆起点（特徴点Ｐ
（５））及び／又は収縮期波頂点（特徴点Ｐ（３））～拡張早期の最低点（Ｐ（６））及
び／又は収縮後期の膨隆点（特徴点Ｐ（４））～拡張早期の最低点（Ｐ（６））及び／又
は収縮末期の小隆起点（特徴点Ｐ（５））～拡張早期の最低点（Ｐ（６））及び／又は拡
張早期の最低点（Ｐ（６））～急速流入波の頂点（特徴点Ｐ（７））の間の時間軸に補正
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係数を乗じた拍動図を用いて、被測定生体の健康状態を判定することを特徴とする健康管
理装置である。　
【００２２】
　課題を解決するためになされた第３の発明の例（以下、発明３という）は、　発明１ま
たは２に記載の健康管理装置において、被測定生体の心拍数をＶとしたときの時間軸に乗
じる補正係数を、Ｖ／６０及び／又はＶ／６０の平方根を意味する√Ｖ／６０にすること
を特徴とする健康管理装置である。
【００２３】
　課題を解決するためになされた第４の発明の例（以下、発明４という）は、心臓の拍動
に起因して生じる心臓の形状変化と圧力変化と波動の変化と電場の変化と磁場の変化と光
学的変化のうちの少なくとも１つを検出する検出センサを用いて作成した生体の心尖拍動
図において、心尖拍動図を縦軸を前記検出値軸、横軸を時間軸とする直交する座標軸で表
したとき、健康状態を判定する心尖拍動図と判定の参照にする心尖拍動図の心室収縮波の
立ち上がり開始点（特徴点Ｐ（２））同士と拡張早期の最低点（特徴点Ｐ（６））同士を
一致させるように時間軸を補正して、被測定生体の健康状態を判定することを特徴とする
ことを特徴とする健康管理装置である。
【００２４】
　課題を解決するためになされた第５の発明の例（以下、発明５という）は、発明１～４
のいずれか１項に記載の健康管理装置において、前記検出センサが繊維状のセンサである
ことを特徴とする健康管理装置である。
【００２５】
　課題を解決するためになされた第６の発明の例（以下、発明６という）は、発明５に記
載の健康管理装置において、前記検出センサが圧電繊維であることを特徴とする健康管理
装置である。
【００２６】
　課題を解決するためになされた第７の発明の例（以下、発明７という）は、発明５また
は６に記載の健康管理装置において、前記検出センサが複数の前記繊維状のセンサを異な
る方向に編んで形成した構造であることを特徴とする健康管理装置である。
【００２７】
　課題を解決するためになされた第８の発明の例（以下、発明８という）は、発明５～７
のいずれか１項に記載の健康管理装置において、前記検出センサを構成する少なくとも１
本のセンサが、その周囲にそれよりも直径が細い少なくとも１本のセンサを巻き付けて構
成したセンサであることを特徴とする健康管理装置である。
【００２８】
　課題を解決するためになされた第９の発明の例（以下、発明９という）は、発明５～８
のいずれか１項に記載の健康管理装置において、センサ装置の少なくとも一部を繊維状の
検出センサとセンサ機能を有しない通常の繊維とを混紡状態に構成することを特徴とする
健康管理装置である。
【００２９】
　課題を解決するためになされた第１０の発明の例（以下、発明１０という）は、発明９
に記載の健康管理装置において、前記混紡状態に構成した繊維状の検出センサの、その電
圧出力のための導電体部分が、電気的連続性を失っていないことを特徴とする健康管理装
置である。
【００３０】
　課題を解決するためになされた第１１の発明の例（以下、発明１１という）は、発明５
～１０のいずれか１項に記載の健康管理装置において、前記繊維状検出センサに防湿処理
を施していることを特徴とする健康管理装置である。
【００３１】
　課題を解決するためになされた第１２の発明の例（以下、発明１２という）は、発明１
１に記載の健康管理装置において、前記防湿処理が撥水性物質の塗布を含むことを特徴と
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する健康管理装置である。
【００３２】
　課題を解決するためになされた第１３の発明の例（以下、発明１３という）は、発明１
１または１２に記載の健康管理装置において、センサあるいはセンサ周辺に塗布する防湿
処理剤に、粒子の直径が２００ナノメートル以下の粒子が含まれていることを特徴とする
健康管理装置である。
【００３３】
　課題を解決するためになされた第１４の発明の例（以下、発明１４という）は、発明１
～１３のいずれか１項に記載の健康管理装置において、前記センサーを被測定生体に装着
する手段が吸引力を利用した手段であることを特徴とする健康管理装置である。
【００３４】
　課題を解決するためになされた第１５の発明の例（以下、発明１５という）は、発明１
～１４のいずれか１項に記載の健康管理装置において、拍動図が心尖拍動図であり、同一
被測定生体の同一時刻における心電図の各ＱＲＳ陽性ピーク値、即ちＲ波、に対応する心
尖拍動図波形上の位置（以下においてＱＲＳピーク位置という）の所定時間前からその次
のＱＲＳピーク位置の前記所定時間前までの心尖拍動図波形を単位波形とし、前記単位波
形において、ＱＲＳピーク位置±３０ｍｓ（ミリ秒）に心尖拍動図波形上の最低点Ｃ１が
存在するときはそれを特徴点Ｐ（２）とし、もし、Ｃ１が不明瞭なときは、心尖拍動図波
形のＱＲＳピーク位置を特徴点Ｐ（２）とし、ＱＲＳピーク位置の時相的に前１６０ｍｓ
以内に心尖拍動図波形上の陽性頂点が存在するときはそれを特徴点Ｐ（１）とし、もし、
ＱＲＳピーク位置の時相的に前１６０ｍｓ以内に心尖拍動図波形上の陽性頂点を見出せな
いときは、心尖拍動図波形のＱＲＳピーク位置を特徴点Ｐ（１）とし、特徴点Ｐ（２）か
ら時相的に５０～１５０ｍｓ後に心尖拍動図波形の陽性頂点が存在する場合はそれを特徴
点Ｐ（３）とし、心音図の大動脈閉鎖音である２Ａ音とその６０ｍｓ未満前までの間に陽
性頂点が存在する場合は、心尖拍動図波形の前記２Ａ音に対応する位置に最も近い陽性頂
点を特徴点Ｐ（５）とし、もし前記特徴点Ｐ（５）が、心尖拍動図波形上の前記２Ａ音に
対応する位置から時相的に４０ｍｓ未満前迄にある場合はそれを特徴点Ｐ’（５）とし、
もし前記特徴点Ｐ（５）が、心尖拍動図波形の前記２Ａ音に対応する位置から時相的に４
０ｍｓ～５０ｍｓ未満前迄にある場合はそれを特徴点Ｐ’’（５）とし、もし前記特徴点
Ｐ（５）が、心尖拍動図波形の前記２Ａ音に対応する位置から時相的に５０ｍｓ～６０ｍ
ｓ未満前迄にある場合はそれを特徴点Ｐ’’’（５）とし、さらに、前記各特徴点Ｐ’（
５）、Ｐ’’（５）、Ｐ’’’（５）のそれずれを特に区別して表現する必要がある場合
を除き、各特徴点Ｐ’（５）、Ｐ’’（５）、Ｐ’’’（５）のいずれかを指していう場
合や総称して表現する場合には、単に特徴点Ｐ（５）ということにし、心尖拍動図波形上
に前記特徴点Ｐ（３）が存在せず、かつ、総称としての特徴点Ｐ（５）も存在しないとき
に、前記特徴点Ｐ（２）から時相的に１５０ｍｓ後で、かつ、２Ａ音から時相的に６０ｍ
ｓ以上前までにある心尖拍動図波形の陽性極値が存在するときはそれを特徴点Ｐ（４）と
し、２Ａ音から時相的に５０～１５０ｍｓ後に心尖拍動図波形の陰性極値が存在するとき
はそれを特徴点Ｐ（６）とし、２Ａ音から時相的に１００～２４０ｍｓ後迄で、かつ、特
徴点Ｐ（６）が存在するときは特徴点Ｐ（６）より後に心尖拍動図波形の陽性極値が存在
するときはそれを特徴点Ｐ（７）とし、特徴点Ｐ（７）より時相的に後で、時相的にその
次の単位波形の特徴点Ｐ（１）より前に心尖拍動図波形の陽性極値が存在する場合は、そ
れを特徴点Ｐ（８）と称し、前記特徴点Ｐ（１）、Ｐ（２）、Ｐ（３）、Ｐ（４）、Ｐ（
５）、Ｐ’（５）、Ｐ’’（５）、Ｐ’’’（５）、Ｐ（６）、Ｐ（７）、Ｐ（８）を第
１の特徴点群とし、心尖拍動図波形の特徴点Ｐ（１）を陽性頂点として、その前から心尖
拍動図上において立ち上がっている波形部分をＡ波とし、心尖拍動図の一次微分波形にお
ける前記Ａ波の陽性ピーク値の位置をａ点とし、Ｐ（２）から立ち上がって陽性極値を有
している波形部分をＥ波とし、心尖拍動図の一次微分波形における前記Ｅ波の陽性ピーク
値の位置をｅ点とし、Ｐ（６）から立ち上がる上行波部分をＦ波とし、心尖拍動図の一次
微分波形における前記Ｆ波の陽性ピーク値の位置をｆ点とし、前記ａ点、ｅ点、ｆ点それ
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ぞれの高さ、即ち縦軸の高さをそれぞれａ、ｅ、ｆとし、
第１の特徴点判定手段を、前記第１の特徴点群のうちの少なくとも２つの特徴点の存在有
無を判定する判定手段とし、第２の特徴点判定手段を、単位波形の縦軸軸の最低縦軸座標
を０ポイント、縦軸軸の最大縦軸座標を１０００ポイントとしたときのＰ（１），Ｐ（２
），Ｐ（７）について、少なくとも１つについてその高さを判定する判定手段とし、第３
の特徴点判定手段を、前記各特徴点間のＰ（２）－Ｐ（３）時間、即ち、Ｐ（２）からＰ
（３）迄の時間（以下、同様）、Ｐ（６）－Ｐ（７）時間、２－Ｐ（６）時間、即ち、２
Ａ音からＰ（６）迄の時間（以下、同様）、２－Ｐ（７）時間、Ｐ（３）－Ｐ（５）時間
とＰ（２）－Ｐ（６）時間の比を特徴指標として、その少なくとも１つの大小について判
定する判定手段とし、
第１の波形判定手段を、本発明の健康管理装置に内臓の波形判定パターンあるいは健康管
理装置の外部から本発明の健康管理装置に入力された心尖拍動図と比較して、単位波形の
部分的波形あるいは全体波形のタイプを判定する判定手段とし、第２の波形判定手段を、
前記ａ，ｅ，ｆの値を判定する判定手段とし、第３の波形判定手段を、心尖拍動図波形が
、一次微分波形のｅ点からｆ点直前最下点までの間の微分値が零の近傍に、微分波形がそ
の傾向として概ね水平に推移すると判断できる区間の有無を判定する判定手段とし、第４
の波形判定手段を、心尖拍動図波形の一次微分波形のｆ点の直前の最下点の位置が、前記
最下点の直前の微分値が零の点と前記最下点の直後の微分値が零の点と間の前半部分に位
置するかどうかを判定する判定手段とし、第５の波形判定手段を、測定した心尖拍動図に
Ｐ（３）がありＰ（５）がない一峰性のグラフであるか否かを判定し、前記一峰性グラフ
の場合に、Ｐ（３）の高さを１０００ポイントに正規化したときの７００ポイントにおけ
るグラフの幅が、Ｐ（３）後片幅と定義するＰ（３）から時相的に後の部分が１００ｍｓ
未満か否かを判定する判定手段とし、第６の波形判定手段を、心尖拍動図波形の一次微分
波形における２Ａ音に相当する時刻からＰ（６）の近傍の間の一次微分波形の特徴を抽出
して、その特徴から被測定生体の健康状態を判定する判定手段とするとき、
本発明の健康管理装置における評価手段は、データ処理手段のデータ処理結果を用いて被
測定生体の健康状態を評価していると共に、前記第１～第３の特徴点判定手段と前記第１
～第６の波形判定手段の９つの判定手段のうちの少なくとも１つを有していることを特徴
とする健康管理装置である。
【００３５】
　課題を解決するためになされた第１６の発明の例（以下、発明１６という）は、発明１
～１５のいずれか１項に記載の健康管理装置において、少なくとも１つの表示画面が、拡
大／又は縮小が可能であることを特徴とする健康管理装置である。
【００３６】
　課題を解決するためになされた第１７の発明の例（以下、発明１７という）は、発明１
～１６のいずれか１項に記載の健康管理装置において、少なくとも１つの表示画面が、複
数種類の画像を表示できることを特徴とする健康管理装置である。
【００３７】
　課題を解決するためになされた第１８の発明の例（以下、発明１８という）は、発明１
～１７のいずれか１項に記載の健康管理装置において、前記健康管理装置が送信及び／又
は受信機能を有していることを特徴とする健康管理装置である。
【００３８】
　課題を解決するためになされた第１９の発明の例（以下、発明１９という）は、発明１
～１８のいずれか１項に記載の健康管理装置において、前記健康管理装置が充電装置を有
していることを特徴とする健康管理装置である。
【００３９】
　課題を解決するためになされた第２０の発明の例（以下、発明２０という）は、発明１
～１９のいずれか１項に記載の健康管理装置において、前記健康管理装置が外部から拍動
図のデータを入力及び／又は外部へ拍動図のデータを出力する機能を有していることを特
徴とする健康管理装置である。
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【００４０】
　課題を解決するためになされた第２１の発明の例（以下、発明２１という）は、発明１
～２０のいずれか１項に記載の健康管理装置において、前記健康管理装置が、装置本体と
は独立して使用できる検出センサーを有する部分を有していることを特徴とする健康管理
装置である。
【００４１】
　課題を解決するためになされた第２２の発明の例（以下、発明２２という）は、発明２
１に記載の健康管理装置において、前記健康管理装置が、装置本体と検出センサーを有す
る部分が無線で接続できるように分離されていることを特徴とする健康管理装置である。
【００４２】
　課題を解決するためになされた第２３の発明の例（発明２３という）は、発明１～１５
のいずれか１項に記載の健康管理装置を用いて被測定生体の健康状態を判定することを特
徴とする健康管理方法である。
【発明の効果】
【００４３】
　これまで医学的には重要性を認められてきた心尖拍動図であるが、装置が特注品きりな
く、測定も極めて高度な医療専門知識を有し、かつ、心尖拍動図の活用に理解のある極め
て少ない専門家きり測定も活用もできなかった循環器の診断であった。本発明により、医
療専門家はもちろん、非医療専門家である一般人にも測定できる測定システムの開発と、
その測定結果から被測定生体の健康管理に適用できるアルゴリズムの開発により、一般国
民に広く使える健康管理システムの利用を可能にした。これにより、被測定者の疾病の早
期発見、医療専門家の多い病院等へ行くべきか否かの適切な判断、医療費の節約を実現し
た。その結果、国民健康保険費用大幅な低減を可能にし、医療費の一層適切な利用を可能
にする道を開いた。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】被測定生体としてのヒトの胸部をＭＲＩで撮影した断面図である。
【図２】被測定生体としてのヒトの胸部をＭＲＩで撮影した断面図である。
【図３】心臓について模式的に説明する図である。
【図４】心臓について模式的に説明する図である。
【図５】左室、左房、大動脈の位置関係を説明する模式図である。
【図６】心臓全体の動きについて説明する模式図である。
【図７】心臓の収縮末期を説明する模式図である。
【図８】拡張末期を説明する模式図である。
【図９】発明の実施の形態例で用いたセンサ装置の例の断面図である。
【図１０】図９のセンサ装置を生体に用いた例の模式図である。
【図１１】本発明のセンサ装置を被測定生体の胸部に適用した模式図である。
【図１２】センサ装置で測定した被測定生体の心尖拍動図の例である。
【図１３】センサ装置で測定した被測定生体の心尖拍動図の例である。
【図１４】センサ装置で測定した被測定生体の心尖拍動図の例である。
【図１５】本発明の携帯型健康管理装置の表示装置の例を説明する図である。
【図１６】被測定生体の健康状態を判定する例を説明する図である。
【図１７】被測定生体の健康状態を判定する例を説明する図である。
【図１８】被測定生体の健康状態を判定する例を説明する図である。
【図１９】被測定生体の健康状態を判定する例を説明する図である。
【図２０】胸部に巻き付けて心尖拍動図を測定する装置である。
【図２１】ノッチの例を説明する図である。
【図２２】ノッチの例を説明する図である。
【図２３】ノッチの例を説明する図である。
【符号の説明】
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【００４５】
　３，１１，２１：心電図
　４，１２，２２：心音図
　５，１３，２３，１８７，１９７，Ａ～Ｄ：心尖拍動図
　６，１６，２５：心音図の１音
　７，１７，２６：心音図の２音
　１０Ａ，１８，２０Ａ，２７：ノッチ
　１４，２４，１８８，１９８：心尖拍動図の一次微分波形
　１４ａ：最低点４ｂの時相的に前の微分値の０点
　１４ｂ：心尖拍動図の一次微分波形の最低点
　１４ｃ：最低点４ｂの時相的に後の微分値の０点
　１４ｄ：微分値が０のライン
　１８５，１９５：心電図
　１８５ａ，１９５ａ：心電図のＱＲＳ波のＲ波
　１８６，１９６：心音図
　１８６ｂ，１９６ｂ：心音図の２Ａ音
　２５０：胸椎
　２５１：胸骨
　２６０：センサ装置
　２６０ａ：センサ装置の外側被覆
　２６０ｂ：センサ装置の内側被覆
　２６０ｃ，２６０ｄ：センサ肉部
　２６０ｅ：センサ保持体
　２６１ａ～２６１ｖ：センサ本体
　２６２ａ～２６２ｆ：センサ本体
　２６５：胸部表皮
　２６６：胸部表皮の皮下組織
　２６７，２６７ａ～２６７ｄ：肋骨
　２６８：左心室（左室）
　２６９：右心室（右室）
　２７１：左心房（左房）
　２７２：僧帽弁
　２７３：大動脈弁
　２７４：大動脈
　１０１０，１０１１，１０１２，Ｆ：矢印
　１０１４：心臓の拡張末期
　１０１５：心臓の収縮末期
　２７０１：心尖部（左室の尖端部）
　Ｐ（１）～Ｐ（８），Ｐ（１）Ｓ～Ｐ（８）Ｓ，ａ，ｅ，ｆ：特徴点　
【発明を実施するための形態】
【００４６】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態の例について説明する。なお、説明に用いる
各図は本発明の例を理解できる程度に各構成成分の寸法、形状、配置関係などを概略的に
示してある。そして本発明の説明の都合上、部分的に拡大率を変えて図示する場合もあり
、本発明の例の説明に用いる図は、必ずしも実施例などの実物や記述と相似形でない場合
もある。また、各図において、同様な構成成分については同一の番号を付けて示し、重複
する説明を省略することもある。
【００４７】
　図１と図２は、被測定生体としてのヒトの胸部をＭＲＩで撮影した断面図で、図１は仰
臥位で、図２は左側臥位で撮影したものである。符号２５０は胸椎、２６５は被測定生体
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の胸部表皮、２６７は肋骨、２６８は左心室（以下、左室ともいう）、２６９は右心室（
以下、右室ともいう）、２７０１は心尖部（即ち、左室の尖端部）である。
【００４８】
　図１と図２は同一人のＭＲＩ撮影図で、仰臥位で撮影した図１よりも左側臥位で撮影し
た図２の方が、心尖部２７０１が胸壁、即ち、胸部表皮２６５に近づいていることがわか
る。
【００４９】
　図３、図４は図１，図２の結果を踏まえて、心臓について模式的に説明する図である。
符号２７１は左心房（以下、左房ともいう）、２７４は大動脈である。図３は胸椎２５０
を右側に、胸骨２５１を左側にして、心尖部，左室、左房、大動脈の位置関係を示した図
である。図４は肋骨２６７の内側に配置されている右室、左室、心尖部の配置を他の臓器
を省略して示した図である。
【００５０】
　図５は、左室、左房、大動脈の位置関係を説明する模式図である。符号２７２は僧帽弁
、２７３は大動脈弁である。
【００５１】
　図６は心臓全体１０１３（主に、左室と右室）の動きについて説明する模式図である。
符号１０１０，１０１１は心臓の動きを説明する矢印、１０１２は心尖部の動き例を説明
する矢印である。ヒトの心臓は、雑巾を絞るような収縮運動を繰り返している。詳述する
と、心臓全体を下から見上げたとき、心尖部が矢印１０１１方向即ち反時計方向に回転し
たときが収縮期であり、同時期に矢印１０１０方向すなわち時計方向に心基部が回転する
。この後に生じるこの逆の弾けるような動きが拡張期であり、心臓はこの運動を繰り返し
ている。収縮期の時に心臓から全身に血液が送り出される。図７は心臓の収縮末期（符号
１０１５）を説明する模式図、図８は拡張末期（符号１０１４）を説明する模式図である
。
【００５２】
　ヒトの心臓の一拍の動きは、周知のように、収縮期とそれに続く拡張期で構成されてい
る。収縮期は、通常、等容性収縮期それに続く駆出期、さらに続いて拡張初期から構成さ
れ、拡張期は、等容性拡張期、急速流入期、緩徐流入期、心房収縮期の順で構成されてい
る。この分類は国によって多少異なり、拡張初期は日本やアメリカでは収縮期に分類され
ている。
【００５３】
　生理学で測定された心拍数毎分７５拍の健常者の例では、心周期時間が０．８０秒とな
る。収縮期を構成している等容性収縮期が０．０５秒、駆出期が０．２２秒、拡張初期が
０．０４秒、計０．３1秒、拡張期を構成している等容性拡張期が０．０８秒、急速流入
期が０．１１秒、緩徐流入期が０．１９秒、心房収縮期０．１１秒、計０．４９秒の例が
ある。
ヒトの心拍は安静時、緩い運動時、激しい運動時などで異なる。また、ヒトの健康状態に
よっても異なる。ヒトの拍動図から健康状態を判断するには、これらを考慮して判断する
ことがより好ましい。
【００５４】
　被測定生体の健康状態を拍動図から出来るだけ正確に判定する場合、心臓の１拍動を収
縮期と拡張期に分けて考えることが好ましい。ヒトの心臓の動きは収縮期と拡張期では基
本的に異なる動きをする。従って、拍動図から出来るだけ正確に判定するためには、拍動
図の時間軸の補正が好ましい。
【００５５】
　心臓の拍動に起因して生じる心臓の形状変化と圧力変化と波動の変化と電場の変化と磁
場の変化と光学的変化のうちの少なくとも１つを検出する検出センサを用いて作成した生
体の拍動図から、被測定生体の健康状態をより正確に判定するためには、１拍動を同じ補
正係数で補正するよりは、拍動図の時間軸に補正係数を乗じて補正する期間の範囲を、拍
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動図の心室収縮波の立ち上がり開始点（特徴点Ｐ（２））～拡張早期の最低点（Ｐ（６）
）のみにすることがより好ましい。
【００５６】
　しかしながら、装置の使用目的によっては、より詳しく調べたい部分を限定して、例え
ば拡大して見る必要がある場合がある。例えば表示装置が充分大きくない場合など、部分
的に正確に判断したい場合などがある。
【００５７】
　部分的にできるだけ正確に判断したい場合に、拍動図の時間軸に補正係数を乗じて補正
する期間の範囲を、拍動図の心室収縮波の立ち上がり開始点（特徴点Ｐ（２））～拡張早
期の最低点（Ｐ（６））及び／又は心室収縮波の立ち上がり開始点（特徴点Ｐ（２））～
収縮後期の膨隆点（特徴点Ｐ（４））及び／又は心室収縮波の立ち上がり開始点（特徴点
Ｐ（２））～急速流入波の頂点（特徴点Ｐ（７））及び／又は収縮期波頂点（特徴点Ｐ（
３））～収縮末期の小隆起点（特徴点Ｐ（５））及び／又は収縮期波頂点（特徴点Ｐ（３
））～拡張早期の最低点（Ｐ（６））及び／又は収縮後期の膨隆点（特徴点Ｐ（４））～
拡張早期の最低点（Ｐ（６））及び／又は収縮末期の小隆起点（特徴点Ｐ（５））～拡張
早期の最低点（Ｐ（６））及び／又は拡張早期の最低点（Ｐ（６））～急速流入波の頂点
（特徴点Ｐ（７））の間の時間軸に補正係数を乗じた拍動図を用いることが好ましい。　
【００５８】
　つぎに、拍動の検出手段について説明する。拍動の検出手段には、心臓の拍動による変
位あるいは変形の測定、圧力変化の測定、波動信号を伝搬させたときの変化の測定、電気
的信号の測定、磁気的信号の測定、光学的測定など、いくつかの検出手段を利用すること
が出来る。
【００５９】
　心臓の拍動による変位あるいは変形を、それに起因する圧力変化や形状の変化として検
出することに関して説明する。その一例として、心尖部の変位の検出について説明する。
【００６０】
　図９は本発明の実施の形態例で用いたセンサ装置の例の断面図である。符号２６０はセ
ンサ装置、２６０ａはセンサ装置の外側被覆、即ち、被測定生体に対向する側とは反対側
の被覆、２６０ｂはセンサ装置の内側被覆即ち被測定生体に対向する側、２６０ｃと２６
０ｄは装置のセンサを取り巻いているセンサ肉部（即ち、センサ装置内部のセンサ本体と
その付属的部分を除いた部分を肉部と呼称する）で、２６０ｃはセンサ外側肉部、２６０
ｄはセンサ内側肉部、２６１ａ～２６１ｖはセンサ本体である。
【００６１】
　センサ装置の内側被覆２６０ｂはセンサ装置の外側被覆２６０ａよりも剛性を大きくな
く構成することが好ましい。
【００６２】
　また、センサ肉部２６０ｃとセンサ肉部２６０ｄは同一物質で構成することもできる。
しかし、物質や構造を変えるなどによりセンサ肉部２６０ｃの剛性がセンサ肉部２６０ｄ
の剛性よりも大きいように構成することができる。
【００６３】
　あるいは、センサ肉部２６０ｃの潤滑性がセンサ肉部２６０ｄの潤滑性よりも低いよう
に構成することができる。一例として、センサ肉部２６０ｃを弾力性のある樹脂で構成し
、センサ肉部２６０ｄを潤滑剤で構成することができる。この場合、前記樹脂と潤滑剤が
非可逆的に混じり合わないように構成することが好ましい。
【００６４】
　特に好ましい例の一つは、内側被覆２６０ｂが布のような柔らかい材質で形成されるこ
とである。そして、センサ本体がセンサ装置の内側被覆２６０ｂと一体に移動できるよう
にセンサ装置が構成されていることが好ましい。このように構成されることにより、例え
ば、センサ装置の外側被覆２６０ａの外側からセンサ装置が被測定生体の皮膚に押圧され
たり、センサ装置の内側でセンサ装置の内側被覆２６０ｂを被測定生体の皮膚に押圧する
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力が作用し、内側被覆２６０ｂを被測定生体の肋骨間に入り込ませたりするとき、内側被
覆２６０ｂと共にセンサ本体も当該肋骨間に入り込み易く、心尖部２７０１の動きを検出
し易く、心尖拍動の検出信頼性を高めることができる。このような構成にする手段の例と
して、センサ本体を内側被覆２６０ｂに接着したり、糸などで縫い付けたり、内側被覆２
６０ｂとその内側の、図示していない被覆の間にセンサ本体をを配置するなど、多くの変
形を挙げることができる。あるいは、気体や液体などの力を用いて、内側被覆２６０ｂを
、それが当接する被測定生体の表皮に圧接する力を内側被覆２６０ｂに及ぼすことができ
る。
【００６５】
　外側被覆２６０ａに外力を加えたとき、あるいは何らかの手段により内側被覆２６０ｂ
に力が加えられたとき、内側被覆２６０ｂが隣り合った肋骨の間に容易に入り込むことが
できるように構成することが好ましい。そして、内側被覆２６０ｂの近くにあるセンサ本
体が、前記隣り合った肋骨の間に入り込んだ内側被覆２６０ｂの近傍に入り込めるように
構成することが好ましい。さらに好ましくは、例えばセンサ装置２６０を後述する図１１
の例のような用い方をした場合に、外側被覆２６０ａに何らかの力が加えられたときなど
に、その圧力が伝達されることによって、内側被覆２６０ｂが、部分的にその近傍の、隣
り合った肋骨間に入り込むように直近の心尖部に近づき、それに引き込まれるように、そ
の近傍のセンサ本体が内側被覆２６０ｂと共に入り込めるように、センサ装置２６０を構
成することが好ましい。
【００６６】
　センサ本体の感圧センサの材料に、例えば、繊維状のものを用いる場合、繊維状のもの
の柔軟性を活用して、センサ本体の少なくとも一部に布の形態をとらせることができる。
必要な電気的絶縁性を保持して、センサ本体の感圧センサの材料に、たとえば、繊維状の
感圧センサを例にとると、感圧によりセンサ材料に正負の電圧を生じる材料を用いること
ができる。このような場合、変位により生じた正負の電気を集めて、それを外部に取り出
すことが必要になる。また、繊維状のセンサを用いる場合、１本の繊維状センサの導電部
分の連続性を失わない範囲で、繊維状センサとセンサ機能のない通常の繊維を混在状態及
び／又は混紡状態に構成することによって、丈夫で信頼性の高いセンサを構成することが
できる。
【００６７】
　非導電体の線状構造センサ本体の場合、正負の電圧を取り出す手段として、たとえば、
センサ本体中心部もしくは中心部に近いところに一方の電圧を取り出すことができる導電
体部を設け、センサ本体外表面もしくはセンサ本体外表面に近い部分に他方の電圧を取り
出すことができる導電体部を設け、当該感圧センサ本体のセンサ出力部の一部にすること
ができる。心尖部の動きに応じて、相対的に一方が正になり他方が負になる電圧信号とし
て検出することができる。
【００６８】
　好ましい例として、センサ本体中心部もしくは中心部に近いところに設ける導電体部は
線状の形態が好ましく、センサ本体外表面もしくはセンサ本体外表面に近い部分に設ける
導電体部は、少なくとも一部が箔状の形態が好ましい。
【００６９】
　また、センサ本体の材質によっては湿気により圧力検出感度が低下する場合がある。こ
のようなセンサをヒトの肌に貼って用いる場合、防湿対策が必要な場合がある。
【００７０】
　防湿対策の一例として、撥水性物質を防湿剤に混ぜてセンサあるいはセンサ近辺に塗布
したり、吹き付けたりする方法をあげることができる。また、粒径が２００ｎｍ以下の微
粒子を塗布するものに混ぜて塗布や吹きつけなどを行い、防湿効果を高めることができる
。
【００７１】
　ヒトの肌に接触させるものの場合、洗濯を要する場合が多い。その場合、曲げや他のも
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のとの接触などに耐えることを要求される場合がある。この場合、材料の物性によっては
、微粒子、特に超微粒子を含む塗料等をセンサ本体表面に塗布などにより付けることが好
ましい。また、防湿対策の一例に、従来の防湿技術を用いることができる。
【００７２】
　図１０は本発明の実施の形態例として、少なくとも一部に、図９に示した構造のセンサ
を用いたセンサ装置の模式図である。符号２６０ｅはセンサ装置のセンサ保持体、２６２
ａ～２６２ｆは概ね互いに平行に配置されたセンサ本体で、概ね互いに平行に配置されて
いるセンサ２６１ａ～２６１ｄとほぼ直交する方向に配置され、センサ装置２６０のセン
サ本体を構成している。各センサ本体を各１本のセンサで構成することにより、センサ装
置のコストを安くすることができる。以下、同様であるが、前記ａ，ｄ、ｆ、ｖ等、数字
に続くアルファベットは、実態に合わせて、あるいは、必要に応じて増減される任意の数
字を意味する。
【００７３】
　また、図示していないが、センサ本体２６１ａ～２６１ｄとセンサ本体２６２ａ～２６
２ｆの各センサ本体のうちの少なくとも１本に、当該センサ本体と所定の角度をなす副セ
ンサを設けて圧力検出の信頼性を高めることができる。
【００７４】
　さらに好ましくは、各センサ本体のできるだけ多くに、副センサとして、センサ本体２
６１ａ～２６１ｄ及び／又はセンサ本体２６２ａ～２６２ｆの当該センサ本体のそれぞれ
に巻き付けるセンサを構成して配置し、検出信頼性をいっそう高めることができる。
【００７５】
　また、各センサ本体に数度以下の角度をなして当該センサとは異なるセンサを副センサ
として配置し、例えば検出信頼性を高めることができる。
【００７６】
　さらに、各センサ本体をいっそう細く形成し、このそれぞれに細く形成した副センサを
巻き付けて構成し、使い勝手を改善したり、センサの検出信頼性を高めたり、感度を高め
ることができる。
【００７７】
　また、各センサ本体の他に、前記の如き圧力や変位を検出することができない通常の繊
維を編み込んで各センサ本体と共に本発明のセンサ装置を構成することができる。また、
センサ本体２６１ａ～２６１ｖ及び／又はセンサ本体２６２ａ～２６２ｆの間あるいは所
定の間隔で前記通常の繊維を編み込んで本発明のセンサ装置を構成することができる。ま
た、センサ本体２６１ａ～２６１ｄの間隔とセンサ本体２６２ａ～２６２ｆの間隔は異な
ってもよい。また、センサ本体２６１ａ～２６１ｄとセンサ本体２６２ａ～２６２ｆの一
方の少なくとも一部をセンサ本体の代わりに前記通常の繊維で置換することもできる。
【００７８】
　図１０のセンサ保持体２６０ｅは、例えば、図のように各センサ本体を編むことによっ
て生じる互いの保持力を利用するができるが、前記各態様や使用目的に応じて、この他に
も、好ましい構成を可能としている。例えば、図１０の図面側とその裏側の少なくとも一
方に不織布をセンサに密接して配置することがより好ましい。このようにすることにより
、センサ本体をより細くしたり、センサの柔軟性を失わずにセンサ装置の強度を高めるこ
とができる。
【００７９】
　なお、心尖拍動図波形の後述する各特徴点を参照して被測定生体の健康状態を判定する
場合、心尖拍動図波形の横軸、即ち時間軸を、以下のように補正して行う。被測定生体の
毎分の心拍数をＶとしたとき、心拍補正係数をＶ／６０、Ｖ／６０の平方根（以下、Ｖ／
６０の平方根を√Ｖ／６０とも記す）とし、心尖拍動図波形の時間軸を下記のように補正
したものを心尖拍動図として用いることにする。即ち、特に望ましくは、心尖拍動図波形
に微妙に現れることがあるノッチなどのように、心尖拍動図波形に心音図の大動脈閉鎖音
である２Ａ音の痕跡を見出せる場合は、少なくとも下記特徴点Ｐ（２）から前記心尖拍動
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図波形に心音図の前記２Ａ音の痕跡を見出した位置迄の実際の時間軸に前記心拍補正係数
を乗じた値を時間軸として用いることとする。前記心尖拍動図波形に２Ａ音の痕跡を見出
せない場合は、少なくとも下記特徴点Ｐ（２）から下記特徴点Ｐ（６）の位置迄の実際の
時間軸に前記心拍補正係数を乗じた値を時間軸として用いることとする。
【００８０】
　図１１は、本発明の実施の形態例として、本発明のセンサ装置を被測定生体の胸部に拍
動検出センサとして適用した場合の、センサ装置近傍の断面の模式図である。図中、説明
に必要最小限のものだけを残し、その他は省略して表している。符号２６６は胸部表皮の
皮下組織、２６７ａ～２６７ｄは肋骨、Ｆはセンサ装置の内部及び／又は外部からセンサ
装置に加えられる力を意味する矢印である。矢印は概念的に例示しており、力の方向は矢
印の方向と一致しない場合もある。図１１で、矢印Ｆをセンサ装置の外側に当たる外側被
覆２６０ａに記載してあるが、本発明の技術思想はこれに狭く限定されるものでなく、セ
ンサ装置の外側及び／又はセンサ装置の内部から及ぼされるものや内部で発生する力でも
よい。
【００８１】
　図１１に示したセンサ装置を被測定生体の胸部表皮に当接して測定した被測定生体の心
尖拍動図の例が図１２～図１４である。図１２は健常者の、図１３と図１４は非健常者即
ち疾病者の心尖拍動図で、いずれも心尖拍動図の１次微分波形、心電図、心音図と共に示
した心尖拍動図である。図１２～図１４で、縦軸は、センサ本体の心尖拍動検出値を一拍
の最低値を０、最高値を１０００に正規化して表した検出強度、横軸は、少なくとも部分
的に補正した心尖拍動図の時間軸にとって心尖拍動図を表した時間軸である。
【００８２】
　図１２～図１４で、符号１８５と１９５は心電図、１８５ａと１９５ａは心電図のＱＲ
Ｆ波のＲ波、１８６と１９６は心音図、１８６ｂと１９６ｂは心音図の２Ａ音、１８７、
１９７は心尖拍動図、１８８，１９８は心尖拍動図の一次微分波形、Ｐ（１）～Ｐ（８）
は後述する心尖拍動図の特徴点、ａ，ｅ，ｆは後述する心尖拍動図の一次微分波形の特徴
点である。
【００８３】
　本発明者は、今回多くの被測定生体について図１２～図１４の例と同様にして心尖拍動
図を測定し、従来の判定方法により判定した心尖拍動図を含めて、被測定生体の健康状態
の心尖拍動図を用いない従来の診断結果と照らし合わせた。その結果、過去に測定した心
尖拍動図による被測定生体の健康状態判定方法よりも正確な健康状態判定方法を見出した
。
【００８４】
　被測定生体の心尖拍動図の測定方法は以下の方法で測定した。特に断らない限り、心臓
が正常の位置にある被測定生体の場合は左側臥位で、被測定生体が右胸心の場合は右側臥
位で、心尖拍動図を測定するセンサを心尖部近傍の胸壁に当てて、心電図ＱＲＳ波形のＲ
波に同期して、心電図、心音図と心尖拍動図を測定した。そして、心尖拍動図波形の縦軸
と横軸は、図１２～図１４の時と同様にとった。
【００８５】
　本発明者は、後述するように、より簡便に被測定生体の健康状態を判定できる方法にも
本発明を適用する方法をも試み、健康維持や早期受診の実行に役立てる方法を見出した。
【００８６】
　以下に、心尖拍動図の特徴点等について説明する。本発明では、被測定生体の一拍分の
心尖拍動図波形を単位波形という。同一被測定生体の同一時刻における心電図の各ＱＲＳ
陽性ピーク値、即ちＲ波、に対応する心尖拍動図波形上の位置（以下、ＱＲＳピーク位置
ともいう）の所定時間前からその次のＱＲＳピーク位置の前記所定時間前までの心尖拍動
図波形を単位波形とする。心尖拍動図１８７、１９７に例示した特徴点Ｐ（１）～Ｐ（８
）等を下記の定義による。
【００８７】
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　特徴点Ｐ（２）を、前記単位波形において、ＱＲＳピーク位置±３０ｍｓ（ミリ秒）に
ある心尖拍動図波形上の最低点Ｃ１とする。もし、Ｃ１が不明瞭なときは、心尖拍動図波
形のＱＲＳピーク位置を特徴点Ｐ（２）とする。
【００８８】
　特徴点Ｐ（１）を、ＱＲＳピーク位置の時相的に前１６０ｍｓ以内にある心尖拍動図波
形上の陽性頂点とする。ＱＲＳピーク位置の時相的に前１６０ｍｓ以内に心尖拍動図波形
上の陽性頂点を見出せないときは、心尖拍動図波形のＱＲＳピーク位置を特徴点Ｐ（１）
とする。後者の場合は特徴点Ｐ（１）は特徴点Ｐ（２）と同じ位置になる。
【００８９】
　特徴点Ｐ（３）を、特徴点Ｐ（２）から時相的に５０～１５０ｍｓ後にある心尖拍動図
波形の陽性頂点とする。
【００９０】
　特徴点Ｐ（５）を、心音図の大動脈閉鎖音である２Ａ音とその６０ｍｓ未満前までの間
で、心尖拍動図波形の前記２Ａ音に対応する位置に最も近い陽性頂点とする。そして、前
記特徴点Ｐ（５）が、心尖拍動図波形上の前記２Ａ音に対応する位置から時相的に４０ｍ
ｓ未満前迄にある場合に、前記特徴点Ｐ（５）を特徴点Ｐ’（５）とし、心尖拍動図波形
の前記２Ａ音に対応する位置から時相的に４０ｍｓ～５０ｍｓ未満前迄にある場合に、前
記特徴点Ｐ（５）を特徴点Ｐ’’（５）とし、心尖拍動図波形の前記２Ａ音に対応する位
置から時相的に５０ｍｓ～６０ｍｓ未満前迄にある場合に、前記特徴点Ｐ（５）を特徴点
Ｐ’’’（５）とする。さらに、前記各特徴点Ｐ’（５）、Ｐ’’（５）、Ｐ’’’（５
）のそれずれを特に区別して表現する必要がある場合を除き、各特徴点Ｐ’（５）、Ｐ’
’（５）、Ｐ’’’（５）のいずれかを指していう場合や総称して表現する場合には、単
に特徴点Ｐ（５）ということにする。
【００９１】
　特徴点Ｐ（４）を、心尖拍動図波形上に前記特徴点Ｐ（３）が存在せず、かつ、総称と
しての特徴点Ｐ（５）も存在しないとき、前記特徴点Ｐ（２）から時相的に１５０ｍｓ以
上後で、かつ、２Ａ音から時相的に６０ｍｓ以上前までにある心尖拍動図波形の陽性極値
とする。
【００９２】
　特徴点Ｐ（６）を、２Ａ音から時相的に５０～１５０ｍｓ後にある心尖拍動図波形の陰
性極値とする。
【００９３】
　特徴点Ｐ（７）を、時相的に、２Ａ音から時相的に１００～２４０ｍｓ後迄で、かつ、
特徴点Ｐ（６）が存在するときは特徴点Ｐ（６）より後にある心尖拍動図波形の陽性極値
とする。
【００９４】
　特徴点Ｐ（８）を、時相的に特徴点Ｐ（７）から次の単位波形の特徴点Ｐ（１）の間に
ある心尖拍動図波形の陽性極値とする。
【００９５】
　前記特徴点Ｐ（１）、Ｐ（２）、Ｐ（３）、Ｐ（４）、Ｐ（５）、Ｐ’（５）、Ｐ’’
（５）、Ｐ’’’（５）、Ｐ（６）、Ｐ（７）、Ｐ（８）を第１の特徴点群と定義する。
【００９６】
　心尖拍動図波形の特徴点Ｐ（１）を陽性頂点として、その前から心尖拍動図上において
立ち上がっている波形部分をＡ波と定義し、心尖拍動図の一次微分波形における前記Ａ波
の陽性ピーク値の位置をａ点と定義する。Ｐ（２）から立ち上がって陽性極値を有してい
る波形部分をＥ波と定義し、心尖拍動図の一次微分波形における前記Ｅ波の陽性ピーク値
の位置をｅ点と定義する。Ｐ（６）から立ち上がる上行波部分をＦ波と定義し、心尖拍動
図の一次微分波形における前記Ｆ波の陽性ピーク値の位置をｆ点と定義する。前記ａ点、
ｅ点、ｆ点それぞれの高さ、即ち縦軸の高さをそれぞれａ、ｅ、ｆと定義する。
【００９７】
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　本発明の健康管理装置は、心尖拍動の検出センサを必須とするが、関連する電子回路、
データ処理手段、データ記憶手段、表示手段、送受信手段等、被測定生体の心尖拍動を検
出する手段とその検出されたデータを処理して被測定生体の健康状態を判定するのに必要
な最小限の機能を有する部分を含んでいる。しかし、その形態は、必要最小限の機能を有
する部分を有することに狭く限定されるものでなく、用途に応じて種々の形態を可能とす
るものである。
【００９８】
　例えば、本発明の健康管理装置は、前記各機能を被測定生体に装着するものに狭く限定
されず、被測定生体に装着する部分と被測定生体に装着されず、被測定生体の外部に配置
される部分に分けて構成することも可能である。例えば、少なくとも受信手段を有するセ
ンサ部分を有し、そのセンサ部分を被測定生体の外部から制御して心尖拍動の少なくとも
一部を測定することができ、その測定データを被測定生体の外部に配置した健康管理装置
の部分によって処理して被測定生体の健康状態を判定することができるものも本発明の携
帯用健康管理装置と言えるものである。
【００９９】
　また、前記特徴点Ｐ（１）～Ｐ（８）や、Ａ波、Ｅ波、Ｆ波、ａ点、ｅ点、ｆ点、ａ、
ｅ、ｆなどは、全ての心尖拍動図やその一次微分波形に現れるものではなく、被測定生体
の健康状態によって当然であるが、現れるものと現れないものがある。
【０１００】
　第１の特徴点判定手段を、前記第１の特徴点群のうちの少なくとも２つの特徴点の存在
有無を判定する判定手段と定義する。
【０１０１】
　第２の特徴点判定手段を、単位波形の縦軸軸の最低縦軸座標を０ポイント、縦軸軸の最
大縦軸座標を１０００ポイントとしたときのＰ（１），Ｐ（２），Ｐ（７）について、少
なくとも１つについてその高さを判定する判定手段と定義する。
【０１０２】
　第３の特徴点判定手段を、前記各特徴点間のＰ（２）－Ｐ（３）時間、即ち、Ｐ（２）
からＰ（３）迄の時間（以下、同様）、Ｐ（６）－Ｐ（７）時間、２－Ｐ（６）時間、即
ち、２Ａ音からＰ（６）迄の時間（以下、同様）、２－Ｐ（７）時間、Ｐ（３）－Ｐ（５
）時間とＰ（２）－Ｐ（６）時間の比を特徴指標として、その少なくとも１つの大小につ
いて判定する判定手段と定義する。
【０１０３】
　第１の波形判定手段を、本発明の健康管理装置に内臓の波形判定パターンあるいは健康
管理装置の外部から本発明の健康管理装置に入力された心尖拍動図と比較して、単位波形
の部分的波形あるいは全体波形のタイプを判定する判定手段と定義する。
【０１０４】
　第２の波形判定手段を、前記ａ，ｅ，ｆの値を判定する判定手段と定義する。
【０１０５】
　第３の波形判定手段を、心尖拍動図波形が、一次微分波形のｅ点からｆ点直前最下点ま
での間の微分値が零の近傍に、微分波形がその傾向として概ね水平に推移すると判断でき
る区間の有無を判定する判定手段と定義する。
【０１０６】
　第４の波形判定手段を、心尖拍動図波形の一次微分波形のｆ点の直前の最下点の位置が
、前記最下点の直前の微分値が零の点と前記最下点の直後の微分値が零の点と間の前半部
分に位置するかどうかを判定する判定手段と定義する。
【０１０７】
　第５の波形判定手段を、測定した心尖拍動図にＰ（３）がありＰ（５）がない一峰性の
グラフであるか否かを判定し、前記一峰性グラフの場合に、Ｐ（３）の高さを１０００ポ
イントに正規化したときの７００ポイントにおけるグラフの幅が、Ｐ（３）後肩幅と定義
するＰ（３）から時相的に後の部分が１００ｍｓ未満か否かを判定する判定手段と定義す
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る。
【０１０８】
　第６の波形判定手段を、心尖拍動図波形の一次微分波形における２Ａ音に相当する時刻
からＰ（６）の近傍の間の一次微分波形の特徴を抽出して、その特徴から被測定生体の健
康状態を判定する判定手段と定義する。
【０１０９】
　本発明の健康管理装置における判定手段は、データ処理手段のデータ処理結果を用いて
被測定生体の健康状態を判定していると共に、前記第１～第３の特徴点判定手段と前記第
１～第６の波形判定手段の９つの判定手段のうちの少なくとも１つを有している。
【０１１０】
　左房収縮による陽性波であるＡ波の陽性極値をＡ点とし、本発明の健康管理装置は、Ａ
点の高さが３００ポイント未満であるか３００ポイント以上であるかを判定する判定手段
と、
Ｃ１点の高さが３００ポイント未満であるか３００ポイント以上であるかを判定する判定
手段と、
ａ点の高さがｅ点の４分の１未満であるか、４分の１以上で、かつ、２分の１未満である
か、２分の１以上であるかを判定する判定手段と、
Ｆ点の高さが５０ポイント未満であるか、５０ポイント以上で、かつ、２００ポイント未
満であるか、２００ポイント以上であるかを判定する判定手段と、
ｆ点の高さがｅ点の２分の１未満であるか、２分の１以上で、かつ、３分の２未満である
か、３分の２以上であるかを判定する判定手段と、
Ｐ（７）に、上昇した波が頂点に達した後、その直後に一過性に下方に落ち込み、その後
再び上昇する現象であるオーバーシュートがあるか否かを判定する判定手段のうちの少な
くとも一つの判定手段を有している。
【０１１１】
　さらに、本発明の健康管理装置は、評価手段の評価結果と心尖拍動図の波形と波形タイ
プに関する情報の少なくとも一方を表示することができる表示手段及び／又は測定データ
、データ処理部のデータと、、前記評価手段の評価結果と、被測定生体の健康状態の評価
結果の少なくともいずれかを出力することができるデータ出力手段を有している。
【０１１２】
　本発明者が８０００件を超える被測定者の心尖拍動図の測定を行った。その結果と、心
尖拍動図を用いないで診断を行ってきた従来方式による健康状態判定結果とを慎重に比較
した。その結果、本発明の心尖拍動図を用いても被測定者の健康状態を正確に一層判定で
きるという結論に達した。そして、本発明の心尖拍動図を用いる判定方法が、医療の専門
家でなくても被測定者の注意を喚起できるとの結論に達した。
【０１１３】
　被測定者の心拍数は被測定者によって異なる。健康状態を正確に判定するには心尖拍動
図の収縮期と拡張期の合計からなる一拍の時間を正規化することが好ましい。しかし、収
縮期と拡張期では心臓の動き方が大きく異なっている。そのため、疾病の種類によっては
特徴点のバラツキが異なっている。そこで、本発明者は、健常者や疾病者の疾病の種類と
心臓の動きを考察し、心尖拍動図の時間軸の正規化のあり方を変えることによって、健康
状態をさらに正確に判定できることを見出した。
【０１１４】
　そこで、本発明は、ノッチなどのように２Ａ音の痕跡を見出せる場合は、心尖拍動図の
特徴点Ｐ（２）から心音図の２Ａ音までの時間軸に前記心拍補正係数を乗じた時間軸を適
用し、２Ａ音の痕跡を見出ない場合は、特徴点Ｐ（２）からＰ（６）までの時間に前記心
拍補正係数を乗じた時間軸を適用することによって、被測定者の健康状態を一層正確に判
定できることを見出した。
【０１１５】
　図２１、図２２，図２３はノッチの例を説明する図である。図２１は、特徴点Ｐ（５）



(21) JP 2020-69249 A 2020.5.7

10

20

30

40

50

が存在せず、Ｐ（４）もなく、特徴点Ｐ（３）が存在する一峰性で、Ｐ３片幅が１００ｍ
ｓ以下である健常者と判定されている心尖拍動図である。図２２は、特徴点を図示してい
ないが、特徴点Ｐ（３）とＰ（５）が存在し、Ｐ（４）がない、健常者と判定されている
心尖拍動図である。図２３は、特徴点を図示していないが、特徴点Ｐ（３）とＰ（５）が
存在せず、第４の波形判定手段によって疾病者と判定されている心尖拍動図である。すな
わち、第４の波形判定手段では、心尖拍動図波形の一次微分波形のｆ点の直前の最下点の
位置が、前記最下点の直前の微分値が零の点と前記最下点の直後の微分値が零の点と間の
前半部分に位置すれば健常者と判定し、後半分に位置すれば疾病者と判定する。
【０１１６】
　符号３，１１，２１は心電図、４，１２，２２は心音図、５，１３，２３は心尖拍動図
、１４，２４は心尖拍動図の一次微分波形、６，１６，２５は心音図の１音、７，１７，
２６は心音図の２音、１０Ａは心音図の１音に対応するノッチ、２０Ａ，１８，２７は心
音図の２音に対応するノッチ、１４ｂは心尖拍動図の一次微分波形の最低点、１４ａは最
低点４ｂの時相的に前の微分値の０点、１４ｃは最低点４ｂの時相的に後の微分値の０点
、１４ｄは微分値が０のラインである。最低点４ｂは、微分値が０のライン１４ｄ上にお
ける微分値の０点１４ａと１４ｃの中間点よりも時相的に後にあることが確認されたので
、当該被測定生地は疾病者であることが判定されている。なお、図２２，図２３のノッチ
は図では解りにくいので、全体図としての図２３，図２２のノッチ１８，２７を含む四角
で囲んだ部分を、それぞれ、全体図の右上部に拡大して図示してある。拡大図において、
図２２における心音図２２の２音２６と波線の交点，心音図２３における心音図１２の２
音１７と波線の交点がそれぞれ２Ａ音である。
【０１１７】
　図２１においては、心音図の心音１に対応するノッチ１０Ａと心音２に対応するノッチ
２０Ａが、図を拡大しなくても解る程度に心尖拍動図にはっきり現れている。図２２と図
２３においては、ノッチは振幅が小さくて拡大しなければ視認できないが、遠視回路では
確認でて、それぞれ検出されている。
【０１１８】
　このようにデータ処理をした心尖拍動図を用いて健常者や弁膜症や高血圧などの疾病者
のデータを点検し、標準的な各症状に対応できる心尖拍動図とその分布状況を調査した。
【０１１９】
　高血圧症では、心尖拍動図上、Ｐ（１）が高くなり、同時に心尖拍動図一次微分波形の
ａも高値となる。またＰ（６）からＰ（７）までの高さが減少する。場合によってはＰ（
７）が認められないこともある。
【０１２０】
　ある一定期間の高血圧状態から高血圧心疾患を生ずる。高血圧心疾患では、高血圧症の
特徴点に加えて、Ｐ（５）が認められず、後片幅が大きくなることもある。Ｐ（３）とＰ
（５）のいずれも認められずＰ（４）が存在することもある。これは、左室肥大または、
左室収縮障害によって引き起こされる。
【０１２１】
　拡張型心筋症の疾病者の場合、左室全体が彌慢性に心筋壁厚の菲薄化と収縮力低下を示
すため、Ｐ（３）とＰ（５）のいずれも認められずＰ（４）が存在することが多い。また
、心不全急性増悪時には、Ｐ（７）が増大し、心尖拍動図一次微分波形のｅよりもｆが大
きくなることもある。
【０１２２】
　肥大型心筋症の場合、左室の局所的な、いびつな肥大が起こるため、Ｐ（５）が存在し
ないことがある。また、著明な肥大があるときは、拡張機能の低下のため、Ｐ（６）が認
められないこともある。一般に収縮能は保たれるが、上記に記した、肥大によりＰ（３）
がみとめられないこともある。拡張の低下のため、Ｐ（１）の増高と、同時に心尖拍動図
一次微分波形のａを示すことが多い。
【０１２３】
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　弁膜症に関しては以下のことが言える。
大動脈弁閉鎖不全症の場合、血液が大動脈から左室に逆流するため、心尖拍動図上、Ｐ（
６）から右肩上がりにＰ（１）の開始点まで上昇する曲線を認めることがある。高度逆流
の場合には、Ｐ（１）の開始点の位置が５００ポイントを超えることがある。遠心性左室
肥大を呈するためＰ（５）を認めないことがある。
大動脈弁狭窄症の場合、求心性左室肥大をみとめ、拡張障害のためＰ（１）が高くなり、
同時に心尖拍動図一次微分波形のａも高値となる。またＰ（６）からＰ（７）までの高さ
が減少する。場合によってはＰ（７）が認められないこともある。大動脈弁狭窄のため、
左室収縮時間が延長し、Ｐ（３）が存在せず、Ｐ（４）が生じることもある。
僧帽弁狭窄症の場合、僧帽弁口が狭くなるため、Ｐ（６）からＰ（７）が小さく、またＰ
（７）からＰ（１）まで緩やかな右肩上がりの波形を呈することが多い。Ｉ音亢進のため
、Ｉ音に一致した痕跡、ノッチを示すことが多い。
僧帽弁閉鎖不全症の場合、収縮期に左室から左房へ血液が逆流するため、拡張期に大量の
血液が左房から左室に流入する。そのためＰ（７）が高くなる。心尖拍動図一次微分波形
のｆが高値を呈する。左室は大動脈弁閉鎖不全症同様に遠心性肥大を呈する。そのため、
Ｐ（５）が存在しないことがある。
【０１２４】
　心筋梗塞の疾病の場合、左冠動脈前下行枝の閉塞による前壁および前壁中隔梗塞では、
広範な心筋障害が生じる。収縮能も拡張能も低下する。そのためＰ（３）とＰ（５）のい
ずれも認められずＰ（４）が存在することがある。また、Ｐ（３）は存在してもＰ（５）
を認めないことが多い。急性期の場合には、Ｐ（７）が高くなることがある。心不全が軽
快すると、Ｐ（７）が低くなることが多い。
【０１２５】
　その他の原因による心筋障害（大動脈炎症候群、心サルコイドーシスなど）や、刺激伝
導系障害による二次的心筋障害（完全左脚ブロック、心室内伝導障害など）でも収縮障害
あるいは、拡張障害を来す。
【０１２６】
　それぞれの疾患に応じて、心尖拍動図も各種の特徴点を示す。例えば、上記その他の原
因による心筋障害では、重篤になるほどＰ（３）とＰ（５）のいずれも認められずＰ（４
）が存在することが多くなる。
【０１２７】
　また、刺激伝導系障害の場合には、例えば、完全左脚ブロックや心室内伝導障害の時に
は、左室の収縮時間が長くなるため、Ｐ（３）が存在せずＰ（４）を示すことが多い。
【０１２８】
　図１５は本発明の携帯型健康管理装置の表示装置の例を説明する模式図である。符号１
０００は表示装置、１０００ａは表示装置の枠部、１０００ｂは表示画面、１００１～１
００９は表示画面に割り付けられた表示部分の例である。表示部分１００１～１００９の
数やレイアウト、各表示部分の拡大縮小、移動などは、ソフトウェアによって適宜変える
ことができる。
【０１２９】
　前記表示部分には、例えば一般に使われている携帯電話やスマートフォン用の表示を適
宜利用することができる場合、これらに加えて、被測定生体の健康状態を検討したい心尖
拍動図等の拍動図、対象として比較検討したい被測定生体以外の健常者の心尖拍動図等の
拍動図、疾病者の疾病有無を評価する平均的な心尖拍動図等の拍動図あるいは数値、疾病
者と健常者の境界として使える心尖拍動図等の拍動図あるいは数値、統計値を加味した心
尖拍動図あるいは数値など、図示していないメモリーに記憶してある健康状態を知るのに
必要な情報を適宜表示することができる。
【０１３０】
　これらのメモリーや表示機能は、本発明の携帯型健康管理装置に網羅的に備えてもよく
、よく使われるものだけを備えてもよい。また、本発明の携帯型健康管理装置を、グラフ
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などではなく、測定した心尖拍動等の拍動図から判定した被測定生体の健康状態を色や数
値、あるいは符号などで表示する装置にすることもできる。例えば、健康状態が極めて高
いとの判定は青色や健康状態が極めて高いことを表す所定の文字や数値などで、健康状態
が極めて高いとは言えないが健康状態にある可能性が高いという判定は緑色やその状態を
表す所定の文字や数値などで、高血圧、弁膜症、心筋梗塞などのような疾病者の可能性が
極めて高いとの判定は赤色やその疾病状況を表す所定の文字や数値などで表す装置にする
ことができる。
【０１３１】
　本発明の携帯型健康管理装置では、携帯電話やスマートフォン用の表示機能は例示であ
り、必須ではない。前記のように、高機能品、使い勝手のよいもの例えば小型の装置、単
純化あるいは単機能装置、廉価品など、種々のバリエーションを可能としている。
【０１３２】
　図示していないが、健康管理装置に、心尖拍動図等の拍動図の時間軸の調整装置を配置
している。その形態は、スマートフォンではよく使われているように、指で拡大縮小を行
ってもよく、摘みのような拡大縮小手段などを用いてもよい。
【０１３３】
　本発明の携帯型健康管理装置では、測定した拍動図の判定に、特徴点Ｐ（２）とその次
の２Ａ音に対応する心尖拍動図上の時間や、特徴点Ｐ（２）とその次の特徴点Ｐ（６）の
間の時間が重要である。これらの時間間隔を簡単に検出したり、補正したり、調整したり
するなどの手段を配置することが好ましい。また、心電図、心音図、微分波形図に関して
も前記に準ずるものである。
あるいは心音計を使えない場合もある。たとえば心音計がついていないとか、心音計が故
障している場合などがある。このような場合、たとえば特徴点間の時間がわかれば、拍動
図の特徴点と心音図の２Ａ音の間の時間がどの程度かを大まかに推定することが出来る場
合がある。
また、２Ａ音により拍動図にノッチが現れる場合もある。心臓の各部の部分的開閉による
ノッチが利用できる場合もある。
これらの現象は拍動図の解析ソフトウェア等により検出し利用できる場合もある。
これらは、心尖拍動図に限らず、心臓の拍動に関して利用できる。
【０１３４】
　また、測定した心尖拍動図等の拍動図の特徴点Ｐ（２）、特徴点Ｐ（６）と他の心尖拍
動図の特徴点Ｐ（２）、特徴点Ｐ（６）とが一致するように時間軸を修正して比較するこ
とができる。
【０１３５】
　本発明の携帯型健康管理装置では、縦軸の調整手段を配置することにより、特徴点の判
定を容易にすることができる。
【０１３６】
　図１５の表示部分に、被測定生体の拍動図と健康状態の少なくとも一方の時系列データ
を表示し、健康状態の判定の推移を容易にし、被測定生体が医療機関に相談しやすくする
ことができる。
【０１３７】
　図１５の表示部分に、拍動センサとして心臓の拍動に起因して生じる心臓の形状変化と
圧力変化と波動の変化と電場の変化と磁場の変化と光学的変化の少なくとも１つを用いた
場合の被測定生体の拍動図や参考とする生体の拍動図を表示したり、それらの被測定生体
の健康状態を判断できる拍動図以外の生体情報などを表示して、医学以外の観点及び／又
は医学の観点から考察などを行い、健康状態の判定等に役立てることが出来る。
【０１３８】
　図１６，図１７は、例えば図１５の表示装置を利用して被測定生体の健康状態を判定す
る例を説明する図である。符号Ａは測定した被測定生体の心尖拍動図、Ｂは比較に用いる
健常者と判定されている生体の平均的な心尖拍動図、Ｐ（１）～Ｐ（７）は測定した被測
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定生体の心尖拍動図の各特徴点、Ｐ（１）Ｓ～Ｐ（７）Ｓは解析されている平均的な心尖
拍動図の各特徴点である。図１６のＡは、図１５の表示部分１００１に表示された被測定
生体の心尖拍動図、図１６のＢは、図１５の表示部分１００２に表示されていた平均的な
心尖拍動図をコピーして表示部分１００１のＡの隣に表示した図である。図から分かるよ
うに、心尖拍動図Ａに特徴点Ｐ（１）～Ｐ（３）とＰ（５）～Ｐ（７）は存在するが、Ｐ
（４）は存在しない。同様に、心尖拍動図Ｂに特徴点Ｐ（１）Ｓ～Ｐ（３）ＳとＰ（５）
Ｓ～Ｐ（７）Ｓは存在するが、Ｐ（４）Ｓは存在しない。
【０１３９】
　図１７は、図１６で心尖拍動図Ｂを移動して心尖拍動図Ａに重ねた図である。説明の都
合上、重ねられている心尖拍動図ＡとＢを図の上下に少しずらして記載している。サイズ
の都合で図１６では、特徴点Ｐ（１）～Ｐ（７）と特徴点、Ｐ（１）Ｓ～Ｐ（７）Ｓの部
分だけ記したが、図１７ではそれぞれ全体を記載してある。
【０１４０】
　図１７で、心尖拍動検出値即ち縦軸の値を、心拍一拍の最低値を０、最高値を１０００
に正規化して表したときのＡ波の陽性極値である特徴点Ｐ（１）検出強度が３００超えて
おらず、この被測定生体の血圧は正常血圧で、特徴点Ｐ（２）、Ｐ（３）、Ｐ（６）、Ｐ
（７）は正常範囲、Ｐ（５）はＰ’（５）である。各特徴点間のＰ（２）－Ｐ（３）時間
、即ち、Ｐ（２）からＰ（３）迄の時間（以下、同様）、Ｐ（６）－Ｐ（７）時間、２－
Ｐ（６）時間、即ち、２Ａ音からＰ（６）迄の時間（以下、同様）、２－Ｐ（７）時間、
Ｐ（３）－Ｐ（５）時間とＰ（２）－Ｐ（６）時間の比も正常である。その他、各判定手
段を判定した結果、全て正常の範囲である。
【０１４１】
　図１７に示した心尖拍動図の被測定生体は健常者である可能性が極めて高いと言える。
この意味で、この被測定生体の健康状態は健常者である可能性が極めて高いことを示す青
印で表現した。
【０１４２】
　図１８，図１９は、図１６，図１７の被測定生体とは異なる被測定生体の心尖拍動図で
、符号Ｃは測定した被測定生体の心尖拍動図、Ｄは比較に用いる疾病者と判定されている
生体の平均的な心尖拍動図、Ｐ（１）～Ｐ（７）は測定した被測定生体の心尖拍動図の各
特徴点、Ｐ（１）Ｓ～Ｐ（７）Ｓは解析されている疾病者の平均的な心尖拍動図の各特徴
点である。図１８のＣは、図１５の表示部分１００１に表示された被測定生体の心尖拍動
図、図１８のＤは、図１５の表示部分１００３に表示されていた疾病者の平均的な心尖拍
動図をコピーして表示部分１００１のＣの隣に表示した図である。図から分かるように、
心尖拍動図Ｃには、特徴点Ｐ（１）、（２）、Ｐ（４）、Ｐ（６）、Ｐ（７）は存在する
が、Ｐ（３）Ｐ（５）は存在しない。同様に、疾病者の平均的な心尖拍動図Ｄには特徴点
Ｐ（１）Ｓ、（２）Ｓ、Ｐ（４）Ｓ、Ｐ（６）Ｓ、Ｐ（７）Ｓは存在するが、Ｐ（３）Ｓ
，Ｐ（５）Ｓは存在しない。この被測定生体は拡張型心筋症であることが判明した。
【０１４３】
　図１９に示した心尖拍動図の被測定生体は疾病者である可能性が極めて高いと言える。
この意味で、この被測定生体の健康状態は疾病者である可能性が極めて高いことを示す赤
印で表現した。
【０１４４】
　心臓の拍動による変位を検出を検出する例として、心尖部の変化を例にとって説明した
が、拍動の検出方法は前記のように超音波などこれに狭く限定されない。
【０１４５】
　本発明者が８，０００例を超える被測定生体の心尖拍動図測定結果を、従来の心尖拍動
図測定結果を用いない方法で調べた結果と比較した結果、前記の結論に達したものである
。
【０１４６】
　上記のような使い方は、医療機関で、高額な検査をしたり、手術をしたりなどを必須と
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するものはない。情報処理技術と管理体制が日進月歩の今日においては、各特徴点等の判
定方法も情報処理技術で結果が出てくるように作成することができ、医療専門家や高度な
技術者でない一般者にとっても難しくないものである。このように本発明の携帯型健康管
理装置あるいは健康管理方法を日常の健康管理に用い、日常から被測定者の健康管理を行
い、心配な健康情報を得た時点で医療専門家に相談するようにすれば、医療費の大幅節減
に大きく貢献すると共に、真にかけたい疾病の治療に医療費を集中することができるとい
う大きな利益をもたらすものである。
【０１４７】
　本発明の携帯型健康管理装置及び健康管理方法は、例えば、前記のように、心尖部の動
きを検出するセンサ部とわずかな付属部分だけ生体の胸部に貼り、それを生体外から制御
して、生体外においた測定器本体で前記の如き処理を行うこともできるものである。また
、医療のめまぐるしい発展過程において、従来あまり関係ないと思われていた心臓の疾病
が、別の疾病と深くつながりがあるということも報道され始めている。
【０１４８】
　心臓の疾病の検出は、心尖拍動図の他にもある。例えば、頸静脈、頸動脈の一拍分の測
定には多くの情報が含まれている。この簡便な測定方法として、首の一部に箔状の検出体
をセンサとしてとりつけて、その動きを検出する方法がある。また、可視光や赤外線など
波動を反射しやすいものを入れた化粧品を首に塗布し、波動の反射を検出する方法もある
。
【０１４９】
　本発明者は多くの被測定生体の心尖拍動図と健康状態を対比して調査した結果，被測定
生体の健康状態判定に一層正確な判断をすることがわかった。例えば、Ｐ（３）とＰ’（
５）がある場合、左室収縮障害の可能性は極めて低く、Ｐ（３）とＰ’’（５）がある場
合、左室収縮障害の可能性は低いとし、Ｐ（３）とＰ’’’（５）がある場合、左室収縮
障害の可能性を心配して医師の診断を勧めるように表示の仕方を工夫している。また、一
峰性の波形の場合、、Ｐ３後片幅が１００ｍｓ以上の場合は左室収縮障害あるいは左室肥
大の可能性があると考えてよい。
【０１５０】
　心尖拍動図の簡便な判定方法として、判定したい被測定生体の前記特徴点Ｐ（２）とＰ
（６）を一致させるように時間軸を補正して、前記諸判定手段を適用することである。
【０１５１】
　図２０は、胸部に巻き付けて心尖拍動図を測定し、被測定生体の健康状態を判定する装
置である。符号１００はベルト型の携帯型健康管理装置、１０１はセンサ装置、１０２は
電源部、１０３は送受信部、１０４は表示部、１０５，１０６は調整具、１０７，１０８
は装着部、１０９はセンサ保持ベルトである。図２０の紙表面が被測定生体の胸部に取り
付ける面で、センサ本体が胸部に取り付ける面に配置されている。表示部１０４は本体が
図の裏面に配置されている。センサ保持ベルト１０９は伸縮性の布製や革製、あるいはそ
の他の生体胸部に巻き付けてセンサ装置１０１を被測定生体の表皮に圧接ですることがで
きるものでできている。装着部１０７，１０８は面ファスナーやホックなどの留め具でで
きており、センサ保持ベルト１０９を長手方向の両側に引っ張り、伸ばした状態で装着部
１０７，１０８を重ねて、センサ装置１０１を被測定生体の表皮に圧接させた状態で装着
部を止める。胸部に装着後、表示部１０４を見て、心尖拍動図が正しく検出されていなけ
れば、センサ保持ベルト１０９のセンサ装置１０１の裏側にも配置されている調整具１０
５，１０６を調整して正しく表示されるようにする。
【産業上の利用可能性】
【０１５２】
　本発明は、循環器系の診療では極めて重要であるとともに、極めて高度の専門知識を有
しないと正確に測定され記録されていなかった胸部や腹部に関する拍動図を、簡便に非医
療専門家でも測定でき、判断できる範囲が広いので、ウェアラブル装置やスポーツなどに
も利用でき、一般健康管理機器、スポーツ用品、医療品など広い分野で利用できるもので
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/XB02 4C117/XC11 4C117/XD24 4C117/XE03 4C117/XE14 4C117/XE26 4C117/XE27 4C117/XG34 
4C117/XG60 4C117/XH12 4C117/XJ16 4C127/AA02 4C127/BB03 4C127/CC00 4C127/GG01 4C127
/GG05 4C127/GG07 4C127/GG09 4C127/GG13

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：虽然公认的心尖搏动图具有很高的医疗价值，但没有足
够的定制设备来方便测量，并且测量仪需要高度专业化，因此应用也很
有吸引力。 由于他感觉不舒服，所以他没有根据心律做出任何健康决
定。 搏动检测传感器，使用该搏动检测传感器的测量仪器，以及可用于
确定顶端搏动图的测量结果并确定待测生物的健康管理状态的算法是不
完善的。 随着开发的发展，应用程序的发展使我们得以发展成为可穿戴
设备，运动器材等。 [选择图]图9
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